
耐震診断の補助金制度をご利用ください

国民健康保険に加入している皆さんへ
令和６年度国民健康保険税の納税通知書は６月中旬に送付します

区分 ①医療給付費分 ②介護納付金分
（40歳以上65歳未満の加入者がいる場合に算定） ③後期高齢者支援金等分

所得割
（Ａ）

各加入者の課税標準額（令和５
年中の所得－430,000円）の合
計額×8.4㌫

40歳以上65歳未満の各加入者の課税標準額（令
和５年中の所得－430，000円）の合計額×2.1㌫

各加入者の課税標準額（令和５年中
の所得－430，000円）の合計額×2.7
㌫

均等割
（Ｂ） 世帯の加入者数×23,000円 40歳以上65歳未満の加入者数×8,700円 世帯の加入者数×7,600円
平等割
（Ｃ）

25,000円
（１世帯当たりの定額）

4,800円
（１世帯当たりの定額）

7,300円
（１世帯当たりの定額）

合計
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝①の納付額
（課税限度額650，000円）

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝②の納付額
（課税限度額170，000円）

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝③の納付額
（課税限度額240，000円）

①＋②＋③＝１年間の国民健康保険税額

　木造住宅や一定規模の建築物の耐震診断に要する費用の一部を補助します。
申�し込み　建築住宅グループに備え付けの意向確認書に必要事項を記入し、図面などを持参の上、８月
30日㈮までに同グループ（☎�４３９９）
※�申し込み多数の場合は、早期の締め切りまたは選考を行います。
◎木造住宅
主な条件　
・・�一戸建て住宅または併用住宅であること
・・�地上２階建て以下の在来軸組工法であること
・・�所有者が居住する住宅であること
・・�昭和56年５月31日以前に着工した住宅であること
・・�建築基準法その他の関係法令に違反がないこと
・・�市税の滞納がないこと
・・�暴力団員、暴力団関係事業者でないこと
補助額　補助対象費用の３分の２（上限50,000円）
※�地上２階建て以下で延床面積が500平方㍍以下の住宅
は、北海道の無料耐震診断の対象となることがありま
す。詳しくは、胆振総合振興局（☎㉔９５９４）に問
い合わせください。

◎一定規模の建築物
主な条件　
・・�建築物の耐震改修の促進に関する法律で
定める特定既存耐震不適格建築物である
こと

・・�昭和56年５月31日以前に着工した建築物
であること

・・�建築基準法その他関係法令に違反がない
こと

・・�市税の滞納がないこと
・・�暴力団員、暴力団関係事業者でないこと
補�助額　補助対象費用の３分の２（上限
2,000,000円）

○医療費の抑制にご協力ください
　国民健康保険に加入している皆さんが医療機関で支払う自己負担以外の医療費は、皆さんが納めてい
る国民健康保険税や国からの交付金などで賄っており、医療費の増加は国民健康保険税の増額につなが
ります。
　『かかりつけ医・かかりつけ薬局』を決めて検査や投薬の重複を防ぐ、急病のとき以外は医療費が高
く設定されている休日・夜間診療を避ける、ジェネリック医薬品（後発医薬品）へ切り替えるなど、医
療費抑制のための取り組みにご協力ください。

○令和６年度国民健康保険税額の計算方法をお知らせします
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問い合わせ　
国民健康保険グループ
（☎�１７７１）
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